
第 号議案

神戸市火災予防条例の一部を改正する条例の件 

神戸市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和７年２月18日提出

神戸市長 久   元   喜   造

 神戸市火災予防条例の一部を改正する条例 

神戸市火災予防条例（昭和37年４月条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（百貨店等の収容人員）

第48条の２ 百貨店等の関係者は、収

容人員の適正化に 努めなければなら

ない。 

（防火対象物の安全避難） （防火対象物の安全避難）

第49条 ［略］ 第49条 ［略］

２ 令別表第１(5)項及び (6)項に掲げ

る防火対象物並びに同表 (16)項に掲

げ る 防 火 対 象 物 の う ち 同 表 (5 )項 又

は (6 )項 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 の 用 途

に供される部分の新築、増築、改築、

移転、大規模の修 繕又は大規模の模

２ 令別表第１(5)項及び (6)項に掲げ

る防火対象物並びに同表 (16)項に掲

げ る 防 火 対 象 物 の う ち 同 表 (5 )項 又

は (6 )項 に 掲 げ る 防 火 対 象 物 の 用 途

に供される部分の新築、増築、改築、

移転、大規模の修 繕又は大規模の模
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様替えをする者は 、二方向避難経路

（就寝の用に供す る居室から出入口

等を経由して避難 することができる

主たる経路のほか バルコニー等を経

由して避難するこ とができる経路を

いう。）を確保しなければならない。

ただし、消防長が 火災予防上支障が

ないと認める措置 を講じたときは、

この限りでない。 

様替えをする者は 、二方向避難経路

（居室から出入口 等を経由して避難

することができる 主たる経路のほか

バルコニー等を経 由して避難するこ

とができる経路を いう。）を確保し

なければならない 。ただし、次の各

号のいずれかに該 当するときは、こ

の限りでない。 

 ( 1)  延 べ 面 積 が 6,0 0 0平 方 メ ー ト ル

未 満 の 防 火 対 象 物 に つ い て 有 効 に

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 を 設 置 す る と

き。 

 ( 2 )  令 別 表 第 １ (5)項 ロ に 掲 げ る 防

火対象物（高齢者専用部分又は身体

障 害 者 専 用 部 分 を 含 む も の を 除

く。）で次のいずれかに該当するも

のを設置するとき。 

 ア  令第21条に規定する基準を満た

す自動火災報知設備（防火対象物

の階数が２であるときに限る。） 

 イ  屋外の階段（防火対象物の延べ

面積が150平方メートル未満であ

るときに限る。） 

３  ［略］  ３  ［略］  

（一時的に劇場等 又は展示場の用途

に供する防火対象物への準用） 

（一時的に劇場等 又は展示場の用途

に供する防火対象物への準用） 

第 50条  第 43条から第 44条の３まで、 第50条  第 43条から第 44条の３まで、
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第 46条、第 48条及び第 49条の２第１

項の規定は、体育 館、講堂その他の

防火対象物を一時 的に劇場等、展示

場又はディスコ等 の用途に供する場

合について準用する。 

第 46条、第48条、第48条の２及び第 

49条の２第１項の規定は、体育館、

講堂その他の防火対象物を一時的に

劇場等、展示場又はディスコ等の用

途に供する場合について準用する。 

 （防火管理者等の講習） 

第 50条の７及び第50条の８ 削除  第 50条の７  防火対象物の管理につい

て権原を有する者 は、次の各号に掲

げる者に対して、 消防長又は消防署

長が行う防火管理 に関する講習を受

けさせなければならない。 

 (1) 法第８条の規定により選任した

防火管理者 

 (2) 法第８条の２の規定により選任

した統括防火管理者 

 第 50条の８ 削除  

（消防用設備等の設置計画の届出） （消防用設備等の設置計画の届出） 

第 56条の２ ［略］  第 56条の２ ［略］  

２  前項の規定による届出は、建築基

準法第６条第１項 若しくは第６条の

２第１項（これらの規定を同法第 87

条第１項において 準用する場合を含

む。）の規定によ る確認の申請又は

同 法 第 1 8条 第 ２ 項 若 し く は 第 ４ 項

（これらの規定を同法第 87条第１項

において準用する 場合を含む。）の

規定による通知の 際に行わなければ

ならない。 

２  前項の規定による届出は、建築基

準法第６条第１項 若しくは第６条の

２第１項（これらの規定を同法第 87

条第１項において 準用する場合を含

む。）の規定によ る確認の申請又は

同法第 18条第２項（同法第 87条第１

項において準用す る場合を含む。）

の規定による通知 の際に行わなけれ

ばならない。 
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附 則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

理     由  

 建築基準法改正や社会情勢の変化等を鑑み、規制の合理化を図る等に当たり、

条例を改正する必要があるため。 
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